
調査期間 

令和６年５月１日（水）～令和６年７月３１日（水） 

～民生児童委員が調査にお伺いした際はご協力をお願いします～ 

問合せ先 

☎ 高齢者福祉課高齢者事業係   62-3154（直通） 

福祉課障害福祉係          62-3147（直通） 

    臼田支所高齢者児童福祉係    82-3124（直通） 

     浅科支所高齢者児童福祉係    58-2078（直通） 

    望月支所高齢者児童福祉係    53-3111（内線 116） 

調査方法 

各地区の民生児童委員が対象者の皆さんのお宅を訪問し、調査を行います。 

調査結果の活用方法 

①災害時や緊急時の安否確認 

②日常の地域支えあいのため、地域の支援機関への情報提供 

③生命や財産を守るために、自主防災組織、消防署、警察署への情報提供 

④「災害時住民支え合いマップ」や「個別避難計画」の作成等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けいさい  

調査内容 

主な調査内容は以下のとおりです。 

☑ 親族の状況               ☑ 緊急連絡先 

☑ かかりつけ医              ☑ 治療中の病気 

☑ 一時避難所              ☑ 避難時に配慮すべき事項 

 

高齢者等実態調査へのご協力のお願い 

目的 

高齢者等実態調査は、以下の目的で毎年行っています。 

・高齢者や障がい者の皆さんを支援するため 

・災害時等に避難支援が必要な方を把握するため。 

 

皆さんにとって大事な調査ですので、ぜひご協力をお願いします。 

対象者 

① ７０歳以上の高齢者 

② 令和６年度中に７０歳になられる方 

③ 障がいのある方 


